
平成27年11月19日

各　市町村障害福祉主管課長　様

神奈川県保健福祉局福祉部障害サービス課長
（公　印　省　略）

障害者差別解消法の施行に向けた障害福祉事業者等への周知について（依頼）

日ごろより、障害保健福祉施策の推進に御理解・御協力をいただき厚くお礼申し上げます。
標記のことについて、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長から別紙のとおり協力依頼がありました。
つきましては、貴市町村管内の障害福祉事業者等への「障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン～福祉分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針～」の周知について御協力くださいますようお願いいたします。
なお、指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設へは、ウェブサイト「障害福祉情報サービスかながわ」へのお知らせ掲載及び電子メール配信（メールアドレス登録事業者のみ）により周知する予定です。


問い合わせ先
事業支援グループ　岡崎
電話　045-210-4717(直通)
ﾌｧｸｼﾐﾘ　045-201-2051


